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環境と調和した持続可能で
　　　活力ある水産業の確立

この冊子はリサイクルできます。「雑誌」として分別しましょう。



表紙のデザインについて
　表紙は本県水産業の目指すべき姿“環境と調和した持続可能で活力ある水産業の確立”の実現に向け
て、政策を展開する水産業の各分野（①漁業・養殖業、②流通・加工業、③漁村・漁港、④漁場・資源）を写
真で表現したものです。

生産量日本一のギンザケ 宮城を代表する水産加工品、
揚げ蒲鉾

若手漁業就業者 遠洋漁船が並ぶ
漁港の風景

温室効果ガスの吸収効果が期
待される海草・海藻

ダム湖の
ワカサギ釣りドーム船

本県水産業の生産（①漁業・養殖業、②流通・加工業）を表現

水産業が立地する地域社会（③漁村・漁港）を表現

生産の基盤となる環境（④漁場・資源）を表現
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１　計画策定の趣旨 
２　水産基本計画（第Ⅲ期）の位置付け等 
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１　目指すべき姿“環境と調和した持続可能で活力ある水産業の確立” 
２　県の将来ビジョン、国の水産改革及び持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）との関係 

１　目指すべき姿の実現に向けた政策推進の基本方向と１４の施策
２　政策推進のロードマップと具体的な施策
　政策推進のロードマップ
　見開き “環境と調和した持続可能で活力ある水産業の確立”を目指した施策の展開 
　基本方向１（施策１～３）
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　基本方向３（地域づくり：施策８・９）（人づくり：施策１０・１１）
　基本方向４（施策１２～１４）
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１　目標指標について
２　目標値及びその考え方

１　みやぎ海とさかなの県民条例（全文）
２　水産業の振興に関する基本的な計画（第Ⅲ期）策定・中間見直し経過
３　宮城県産業振興審議会委員名簿
４　具体的な取組抽出に係るＳＷＯＴ分析結果
５　目標値の算出と計画前期（Ｒ3～Ｒ7）の実績や情勢変化等を踏まえた見直し
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水産業の振興に関する基本的な計画の策定に当たって水産業の振興に関する基本的な計画の策定に当たって第１章

　「水産業の振興に関する基本的な計画（以下「水産基本計画」という。）」は、平成１５年４月１日に施行された「み
やぎ海とさかなの県民条例（平成１５年宮城県条例第４８号。以下「県民条例」という。）」に掲げる基本理念の実現
に向け、本県水産業の振興に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図る目的で策定する計画です。これまで
に、第Ⅰ期計画（平成１６年度～平成２５年度）、第Ⅱ期計画（平成２６年度～令和２年度）のもと、県民条例に掲げる
基本理念の実現に向けて各種施策を展開してきました。

　平成２３年３月１１日に発生した東日本大震災により本県水産業は壊滅的な被害を受け、以降は水産業の復旧・
復興に全力を注ぎ、第Ⅱ期計画では震災発災から１０年目となる令和２年度までの復旧・復興の完結を目指し取り
組んできました。その結果、漁業・養殖業に不可欠な漁船・養殖施設・共同処理場・荷揚げクレーン等の生産基盤、魚
市場・冷凍冷蔵施設などの流通機能、水産加工業者の施設等、水産業を構成する主要な施設の復旧・復興は着実
に進みました。

　一方で、１０年にわたる震災復興期間の終了後も継続しなければならない取組や、第Ⅱ期計画に取り組む過程で
生じた新たな課題への対策が必要となったほか、海洋環境の変化による漁獲対象魚種の水揚量の減少、人口減少
等による人手不足や国内市場の縮小、国による「水産政策の改革」や「スマート水産業の推進」、激甚化する自然災
害への対応、世界的に取り組まれている持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）の推進や環境志向の高まりなど、水産業
を巡る情勢が大きく変化したことを踏まえ、令和３年３月に水産基本計画（第Ⅲ期）を策定し、各種課題の解決に向
けて取り組んできました。

　しかし、第Ⅲ期計画策定以降、観測史上類を見ない海水温の上昇、水揚げ量の減少、物価高騰の継続のほか、福
島第一原子力発電所事故に伴う多核種除去設備等処理水（以下「処理水」という。）の海洋放出が開始されたことに
より、一部の国・地域で禁輸措置が講じられ、県内の水産・輸出関係事業者に影響が生じるなど、水産業を取り巻
く環境は厳しさが増しています。
　こうした状況を踏まえ、新たに対応すべき課題が生じていることから、計画策定から５年目を迎えるに当たり、中
間見直しを行いました。

　水産基本計画（第Ⅲ期）は「県民条例に基づく計画」であり、県民条例の基本理念の実現を目指します。同時に、
県政運営の基本的な指針を示す総合計画「新・宮城の将来ビジョン（令和３年度～令和１２年度）」の分野別計画、
内水面漁業に関する事項については「内水面漁業の振興に関する法律（平成２６年法律第１０３号）」第10条の規定
に基づく県計画として位置付けます。

　水産基本計画（第Ⅲ期）は令和３年度を初年度とし、令和１２年度を目標年度とする１０か年の計画とします。

1 計画策定の趣旨

2 水産基本計画（第Ⅲ期）の位置付け等

（１） 水産基本計画（第Ⅲ期）の位置付け

（２） 計画の期間・目標年度


